
欧州特許庁、口頭審理をビデオ会議により開催 

欧州特許庁（EPO）は、2021年4月30日まで、異議申立の口頭審理、及び、審査段階での口頭審理を原則としてビデオ会議で行うプログラムを開始。 

出願人／特許権者は、「コスト削減」と「柔軟性」というメリットを享受できる。 

以下、口頭審理のビデオ審理施行プログラム（Pilot Program for oral proceedings）の概要を説明する。 

１．背景 

２．概要 
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◆対象 

・原則として、異議申立および査定系の全ての口頭審理。 

・参考人聴取、証拠の収集などの重大な理由が存在する場合には、従来と同様にEPOの敷地内で口頭審理を開催。 

◆期間 

・2021年4月30日まで。 

・EPOは、本プログラムの利用状況に応じて2021年5月1日以降の制度の延長・恒久化を検討する。 
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